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○

工
場
立
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林
省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
工
場
の
新
設
等
の
届
出
）

（
特
定
工
場
の
新
設
等
の
届
出
）

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
又
は
工
場
立

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
又
は
工
場
立

地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
「
新
設
等
の
届
出
」
と
い

八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
「
新
設
等
の
届
出
」
と
い

う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
工
場
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
市
町

う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
工
場
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道

村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
に
、
様
式
第
一
（
特
定
工
場
の
設
置
の
場
所
が

府
県
知
事
（
当
該
特
定
工
場
の
設
置
の
場
所
が
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て

指
定
地
区
に
属
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
）
に
よ
る
届
出
書
を
一
部
提
出
し
な
け
れ

は
、
当
該
特
定
工
場
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
市
長
）
に
、
様
式
第
一
（
特
定
工

ば
な
ら
な
い
。

場
の
設
置
の
場
所
が
指
定
地
区
に
属
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
）
に
よ
る
届
出
書
を

一
部
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２

法
第
六
条
第
二
項
（
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
（
当
該
特
定
工
場
の

設
置
の
場
所
が
指
定
地
区
に
属
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
及
び
第
八
号
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
特
定
工
場
の
事
業
概
要
説
明
書

イ

生
産
の
開
始
の
時
期
並
び
に
生
産
数
量
及
び
生
産
能
力

ロ

工
業
用
水
及
び
電
力
の
使
用
量

ハ

従
業
員
数

二

生
産
施
設
、
緑
地
、
環
境
施
設
そ
の
他
の
主
要
施
設
の
配
置
図

三

当
該
特
定
工
場
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
利
用
状
況
を
説
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明
し
た
書
類

四

工
業
団
地
内
の
工
場
敷
地
、
次
条
の
施
設
、
公
共
道
路
そ
の
他
の
主
要
施
設
の

配
置
図
（
工
業
団
地
に
当
該
特
定
工
場
の
新
設
等
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
以
外
の
新
設
等
の
届
出
を
す
る
場
合
に
限
る

。
）

五

隣
接
緑
地
等
に
お
け
る
環
境
施
設
の
配
置
図
（
工
業
集
合
地
に
当
該
特
定
工
場

の
新
設
等
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

六

汚
染
物
質
の
発
生
経
路
及
び
汚
染
物
質
の
処
理
工
程
を
示
す
図
面

七

工
場
立
地
に
伴
う
公
害
の
防
止
に
関
す
る
調
査
の
対
象
と
な
つ
た
物
質
で
あ
つ

て
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
物
質
以
外
の
も
の
の
う
ち
指
定
地
区
ご
と

に
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
最
大
排
出
予
定
量
に
関
す
る

事
項
を
説
明
し
た
書
類

八

当
該
特
定
工
場
の
新
設
等
の
た
め
の
工
事
の
日
程
を
説
明
し
た
書
類

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
に
係

る
特
定
工
場
の
新
設
等
の
届
出
の
際
に
添
付
し
た
前
項
の
書
類
で
あ
つ
て
最
終
の
も

の
に
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類

の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
の
場
合
に
準
用
す
る
。
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（
承
継
の
届
出
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書

に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
十
二
条

前
二
条
の
規
定
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
条
例
、
規
則
そ
の

第
十
二
条

前
二
条
の
規
定
は
、
都
道
府
県
（
特
定
工
場
の
設
置
の
場
所
が
市
の
区
域

他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
）
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。


